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1　はじめに

　こどものショートステイ事業は，児童福祉法（昭和 22 年法律第 164 号）の第 6条の 3第 3項に

規定されており，病気や仕事，育児疲れなどで子育てが難しくなった親から，こどもを最長 7日

間預かる制度として，市町村が実施することになっている。また，この事業はこれまで各自治体

が対象児童を児童養護施設等に預かりを委託することを原則としており，里親に委託する場合に

は国の補助の対象外であった。

　しかしながら，これまでの児童福祉施設等においてこどもたちを養護する施設養護中心に進め

られてきたわが国の社会的養護の在り方については，時代の要請に合わせてその都度修正がなさ

れてきていた。

　平成 1年（1989 年）に国連で「児童の権利に関する条約」が採択されて，わが国も平成 6年

（1994 年）に批准した。その前文には，「児童が，その人格の完全なかつ調和のとれた発達のため，

家庭環境の下で幸福，愛情及び理解のある雰囲気の中で成長すべきであることを認め」と記され

ている。また，代替的養護を行う場合は，「施設養護よりも里親委託，養子縁組を優先させるこ

と」が規定された。しかしながら，この当時，わが国では児童虐待が初めて社会問題化され，虐

待や養育困難などによって社会的養護を必要とする児童が増加し，児童養護施設の充足率が徐々

に増加の一途をたどることになる。そのため，こうした背景を受けて平成 14 年（2002 年）に里

親制度の大きな改正が行われた。その主な内容としては，専門里親が創設されて里親研修や里親

養育相談などの里親支援の充実が図られ始めた。また，平成 16 年（2004 年）の児童福祉法の改

正により，都道府県の業務として「里親につき，その相談に応じ，必要な情報の提供，助言，研

修その他の援助を行うこと」が義務づけられている。
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　平成 21 年（2009 年）の児童福祉法改正では，里親が社会的養護の担い手としてさらに存在感

を強くする内容であり，養育里親と養子縁組里親を制度上区分して，養育里親には研修を義務付

けして里親手当を増額するなど社会的養護の重要な受け皿としての位置づけを明確化した。

　また，同年の 12 月に国連総会で採択された「児童の代替的養護に関する指針」では，「幼い児

童，特に 3歳未満の児童の代替的養護は家庭を基本とした環境で提供されるべきである」と記さ

れている。翌年の平成 22 年（2010 年）には，国連の「子どもの権利委員会」がわが国に対して，

「親のケアを受けていない子どもについては，里親または居住型ケアにおける小規模グループケ

アのような家庭に類似した環境を提供すること」を勧告している。こうした指針や国連勧告は，

平成 23 年（2011 年）の「里親ガイドライン」や「社会的養護の課題と将来像」の策定に多大な

影響を及ぼして，これまでわが国において行ってきた施設養護中心の在り方から里親委託の推進

へと国の方針の軸足が大きく転換することになった。

　平成 22 年（2010 年）「子ども・子育て応援ビジョン」では，平成 26 年度（2014 年）に里親委

託率を 16％へ引き上げる等の目標が掲げられた。翌平成 23 年（2022 年）1月に，厚生労働省に

おいて「児童養護施設等の社会的養護の課題に関する検討委員会」が設置され，同年 7月にまと

められた「社会的養護の課題と将来像」の中では，社会的養護の中に占める里親・ファミリー

ホームの割合をおおむね 3分の 1にする方針が打ち出された。また，同年 4月に，厚生労働省よ

り各自治体宛てに通知された「里親ガイドライン」には，里親委託の原則が示された。なお，こ

の平成 23 年（2011 年）は里親制度の大改革がスタートした年であるといえる。

　さらに，この改革に拍車をかけたのは，平成 28 年（2016 年）7月に設置された「新たな社会的

養育の在り方に関する検討会」が，翌年 8月に整理した「新しい社会的養育ビジョン」である。

この中で，就学前の児童の家庭養護の推進について，具体的数値目標として，「3歳未満について

は概ね 5年以内に，それ以外の就学前の子どもについては概ね 7年以内に里親委託率 75％以上を

実現し，学童期以降は概ね 10 年以内を目途に里親委託率 50％以上を実現すること」を掲げられ

ている。

　平成 28 年（2016 年）に行われた児童福祉法改正では，同法第 3条の 2において，「児童を家庭

において養育することが困難であり又は適当でない場合は，児童が『家庭における養育環境と同

様の養育環境』において継続的に養育されるよう，また児童を家庭及び当該養育環境において養

育することが適当でない場合は，児童をできる限り『良好な家庭的環境』において養育されるよ

う，必要な措置を講ずること」とした「家庭養護優先の原則」が明文化された。また，里親の普

及啓発から里親の選定及び里親と児童との間の関係調整並びに児童の養育に関する計画の作成ま

での一貫した里親支援を都道府県の業務として位置づけられている。さらに，平成 29 年（2017

年）4月より，それまでの「里親支援機関事業」が廃止されて，新たに「里親支援事業」が創設
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された。

　第 2次岸田内閣により令和 4年（2022）6 月に「こども家庭庁設置法」と「こども基本法」が

成立し，子育てや少子化，児童虐待，いじめなど子どもを取り巻く社会問題に対して本質的な対

策を進めて解決するために，令和 5年（2023 年）4月 1日にこども家庭庁が発足した。表 4の厚

生労働省福祉行政例の全国集計等にあるとおり，これまで里親が不足していると報告されている

が，実際には未委託登録数が多くあり，この部分への適切な介入が十分になされていないことが

大きな問題点であることが浮き彫りにされている状況である。

2　里親ショートステイ事業について

　厚生労働省は，こどもの虐待相談の急速な増加を踏まえて，平成 28 年（2016 年）の改正児童

福祉法を踏まえて，「新たな社会的養育の在り方に関する検討会」から示された「新しい社会的養

育ビジョン」の中で，里親をショートステイの受け皿として活用する仕組みが提案され，こども

を毎週数日間，在宅措置として預かる公費負担のショートステイを提案するなど，家族のニーズ

に応じた一時保護や虐待防止のための新しいショートステイの在り方が示された。

　令和 3年度（2021 年）には，厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課長「子育て短期支援事業にお

ける里親の活用について」（令和 3年 1月 27 日子家発 0127 第 3 号）の通知に基づき，市町村が里

親に直接，ショートステイを委託することが可能となる。また，虐待防止のためのショートステ

イに対する公費負担が認められて，今まで市単独で実施していた事業に国・県から予算補助がな

されることになる。

　子育て短期支援事業（ショートステイ事業）は，児童福祉法（昭和 22 年法律第 164 号）第 6条

の 3項に規定する市町村が実施する事業であり，この事業の主な目的は，保護者の病気や育児疲

れ，冠婚葬祭などに際して，こどもを短期間の間，乳児院や児童養護施設等に預けることができ

る市町村のサービスとして開始されたが，現在，子育てに困難を抱える家族の増大や孤立化を背

景に，このショートステイサービスを利用する実績件数が年々伸びている状況である。

　また，特定非営利活動法人ＳＯＳ子どもの村ＪＡＰＡＮが，独立行政法人福祉医療機構の助成

を得て実施した「里親による子育て短期支援事業（ショートステイ事業）に関する調査報告書」

によると，新しい里親の役割である里親ショートステイ事業は，国が新たに提唱した社会的養育

ビジョンに沿った形で，在宅支援の向上や里親自身の養育力を高めていくことになるといったメ

リットをあげている。

　なお，この事業を今後，積極的に推進していくためには，里親個人への緊急時に対応する支援

として後方支援体制の整備（施設のショートステイ等）が必要であることや，乳児，医療的ケア
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児，障がい児等の一定の配慮が必要なこどもへのリスクマネジメントの必要性も示唆している。

　3　埼玉県における 3市の運用状況等について

　埼玉県内では，3つの自治体が里親ショートステイ事業をすでに実施しており，国・県の予算

補助が付く前からこの事業を実施していた朝霞市を皮切りに，その後，所沢市，川口市の順で実

施に至っている。なお，それぞれの実施状況については，次のとおりである。

（1）朝霞市

　ａ　ショートステイ事業里親委託の経緯（表 1参照）

　　・朝霞市では，平成 18 年度（2006 年度）から，ショートステイ事業の里親委託を開始。

　　�・里親への事業委託の背景として，朝霞市周辺に児童養護施設がないことがあげられる。近

くても片道 1時間ほどかかってしまうため，子どもが保育所等や学校に通えないなど，生活

が大きく変わることや，保護者の送迎の負担等により，身近な制度にならないことが考えら

れた。そのため，子どもを養育する力のある地域の里親に期待し，事業委託を始めた。

　　　なお，�里親の理解と協力が不可欠で，�里親と市側担当者との顔の見える関係づくりが大切。

　ｂ　ショートステイ事業を里親に委託するメリット

　　・市民のメリット

　　　子どもたちが引き続き地域で生活可能。

　　　里親の協力で保育所等や学校に登園・登校可能。

　　　保護者の送迎負担が少ない。

　　・里親のメリット

　　　里親のスキルアップが図れる。

　　・市のメリット

　　　ショートステイの利用を断らずにすむ。

　　　里親と連携して地域で子育て支援に取り組める。

　ｃ　里親の状況（令和 5年 5月 23 日現在）

　　・朝霞市在住里親世帯　22 世帯

　　・朝霞市地区里親会会員世帯　15 世帯

　　・ショートステイ事業委託　11 世帯（ベテラン 4世帯）

　ｄ　事業開始時

　　・「朝霞市ショートステイ事業実施要綱」作成

　　・埼玉県こども安全課に「第二種社会福祉事業開始届」提出

　ｅ　こども未来課職員体制
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　　・こども未来課職員 15 名のうち，児童相談業務に携わる職員は 5名。

　　・係長（事務職），保健師 2名，社会福祉士 1名，事務職 1名。

　　・�保健師と社会福祉士，保健師と事務職が 2人 1組，2班体制で，朝霞市を 2分割した地区

担当制をとっている。ショートステイの利用申請があった場合，地区担当者 2名が利用者

の状況に応じて支援。

　　・休日夜間の対応について，警備室から担当者に連絡をする体制を整えている。

　ｆ　困難事例

　　（子ども）

　　・子どもが発熱し，病院受診の必要があるが，保護者と連絡が取れない。

表 1　朝霞市　里親ショートステイ事業実績
※平成 18 年 11 月から開始
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　　・子どもの発達上の課題により，子どもが里親宅から脱走し，一時行方不明になる。

　　・�子どもの面倒が見られないという里親からの SOSが出たため，市職員が里親宅を訪問し，

子どもの相手をすることがあった。

　　・子どもの食事へのこだわりや好き嫌いが多く，里親が作った食事を食べない。

　　・�ショートステイ利用中の子どもが，児童相談所で一時保護委託する子どもに対し，自身が

受けた虐待について話したことで，一時保護委託の子どもが不安定になる。

　　　※ショートステイと児童相談所の一時保護委託が重なるときは配慮が必要。

　　（保護者）

　　・保護者がお迎え予定の時間に子どもを引き取りに来ない。

　　（里親）

　　・保護者が近所に住む場合，プライベートでのやり取りも生じる。

　　（市）

　　・急な利用希望に応じていただける里親が少ない。

　　・利用者負担額を市に支払っていただけない。

　ｇ　利用者・関係者の声

　　（市民より）

　　・だれも頼れなかったので助かった，ゆっくり休めた，安心して仕事ができた。

　　（里親より）

　　・�児童相談所からの一時保護委託は無いが，市からショートステイ事業の委託を受け，子育

ての楽しさを実感している。

　　・地域の子どものためや，困っている保護者のために力になりたい。

　　・いつでも，どんな子でも委託を受けることができるので，頼ってほしい。

　　（市より）

　　・里親と子どもの様子を見て，また，里親の想いを聞いて，安心して任せられると感じた。

　　・�時間外等，児童相談所の対応が困難な時であっても，市から里親に直接事業の委託ができ

るため，緊急時の対応に役立つ。

　　�・里親の協力と理解があってこその事業。

　ｈ　児童相談所との連携事例

　　〈20 代前半の保護者と 3歳の子どものひとり親世帯について〉

　　・�保護者から市役所に「子どもの面倒が見られない，このままだと虐待してしまいそう」と

電話。すでに時間外の対応だったが，市がすぐに訪問して面談，保護者は子どもを預けた

いという意向（同日からレスパイトでショートステイ事業の利用開始）。
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　　・�翌日，児童相談所を交えて保護者と面談を行い，ショートステイ終了日から一時保護実施。

そのため，保護者のレスパイトと虐待予防という形で児童相談所と連携できた。

　　　※急な利用希望に応じていただくなど，里親の協力は欠かせない。

　ｉ　課題

　　（若い里親への事業委託）

　　・契約している里親はベテラン世帯が多いため，若い世帯に委託を広げていく必要あり。

　　・�若い世代の里親は共働きの場合が多く，子育て経験が少ない。そのため，今後はベテラン

里親を中心にサポート体制を整え，より多くの里親との委託契約を進めていくことが必

要。

　　・�市民の声として「里親制度を知らない」「知らない人の家に預けられない」「ほかの家の子

になってしまうイメージ」というものがあり，利用に結び付かないことが多い。そのため，

親ショートステイ事業の広報，里親制度の広報が必要。

　ｊ　里親制度広報の取り組み

　　・�里親制度の理解を広めることで，里親ショートステイの利用増に広がると考え，以下の取

組み実施。

　　・里親制度の広報誌，ホームページ掲載，ポスター・チラシの配置依頼。

　　・ショートステイ事業の広報誌，ホームページ，市作成の子育てガイドブックに掲載。

　　・ショートステイ事業のチラシ作成。

　　・�埼玉県里親会，埼玉県里親支援専門相談員連絡会の協力を得て里親制度 PRパネルを，市

役所 1階市民ホールに設置し，里親制度 PRブースを整備。

　　・学校長宛てに，小中学校に入学する里子の通称名使用に関する協力依頼。

　　・朝霞地区医師会，歯科医師会，薬剤師会に，里子受診時の通称名使用に関する協力依頼。

（2）所沢市

　ａ�　経緯：事業開始の経緯については，国の子育て短期支援事業実施要綱の一部改正により，

保護者の疾病その他の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難となった

場合に，施設（児童養護施設，母子生活支援施設，乳児院等）以外に里親等へ委託できるよ

うになったことが大きな理由である。当市には契約相手となり得る児童養護施設等の設置が

ないため，市内在住の里親の協力を得られるようになったことで，サービスを必要とする児

童及びその家庭の福祉の向上を図るために事業開始を決断した。
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　ｂ　開始：令和 4年（2022 年）4月 1日から

表 2　所沢市　子育て短期支援事業

　 申請数 利用数 申請理由　 利用児童年齢 契約世帯

令和 4年度 5世帯 7名 4世帯 6名
育児疲れ：4件
※ 2世帯は 2名兄弟

1歳：1名
4歳：4名
5歳：1名

5世帯

令和 5年度※ 3世帯 4名 2世帯 3名
育児疲れ：1件
出　　産：1件
冠婚葬祭：1件

1歳：1名
2歳：1名
6歳：1名

5世帯

※令和 5年度（令和 5年 4月から 7月末まで）

　ｃ�　今後の課題：今後の課題については，「申請数が増加することに伴うマッチング成功率の

低下の懸念」や当市では前例がないが，「利用中の緊急案件が発生した際の対応」などがあげ

られる。また，障がい等を持っている児童の受け入れを検討する場合，児童の安全配慮は当

然のこと，受け入れしていただく里親側の安全面，安心感を担保する必要があることから，

慎重にならざるを得ない部分がある。

　　�　今まで困難事例に直面したことはないが，利用者側と里親側の双方が納得し，安心安全の

下で利用していただくことを第一に対応したい。

（3）川口市

　ａ�　経緯：本市においては，市内外の児童養護施設や乳児院と委託契約を結び「子どもショー

トステイ事業」を展開していたが，施設によっては年齢制限があったり，休日の託児の設定

が無かったり等で必ずしも利用者とのニーズと合致しない状況にあった。また，利用者側に

は健康診断書の提出や送迎などの負担が生じており制度としての使い勝手は悪く，結果とし

てニーズがあっても利用につながらない状況にあった。そのような状況において，児童福祉

法の改正により令和 3年（2021 年）4月より里親にも委託が可能となったことから，令和 4

年（2022 年）4月に市内在住の里親に事業への参加についての意向調査を行い，16 世帯の里

親の協力を得て同年 10 月より事業を開始した。
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　ｂ　開始：令和 4年（2022 年）10 月 1 日から

表 3　川口市　子育て短期支援事業

申請数 利用数 申請理由　 利用児童年齢 契約世帯

令和 4年度 10 世帯 12 名  8 世帯 10 名 育児疲れ：10 件
 5 歳：  3 名
 6 歳：  4 名
16 歳：  3 名

16 世帯

令和 5年度※ 13 世帯 21 名 13 世帯 21 名
育児疲れ：20 件
冠婚葬祭：  1 件

 2 歳：  1 名
 3 歳：  1 名
 6 歳：  5 名
 7 歳：10 名
 8 歳：  2 名
10 歳：  2 名

15 世帯

※令和 5年度（令和 5年 4月から 7月末まで）  契約里親数は令和 5年度中に 4世帯増予定

　ｃ　今後の課題

　　・�里親の調整は児童相談所で行っているが，児童相談所の一時保護が優先されるため，必ず

しも市側が希望する里親に委託することができない。

　　・�定期的な利用が増えつつあるが，それを一時的に養育が困難となった状態とみなして利用

を認めることが，本来の制度の目的と合致するのか疑義が生じている。

　　・�委託を依頼した里親に偏りがあり，全ての里親を活用していない。里親の資質の向上が目

的でもあることから，より多くの里親に依頼できるようにする必要がある。

　　・�困難事例等として，発達に特性のある子どもについては対応できる里親に限りがあるた

め，利用の希望に添えないことがある。

4　 里親拡大に向けた医療分野（国および日本がん・生殖医療学会等）の取り組み
について

　厚生労働省は，不妊治療に携わる医療者のために，令和 3年度（2021 年）子ども・子育て支援

推進調査研究事業「不妊治療中の方への特別養子縁組制度・里親制度に関する情報提供手引き」

を作成している。これは，生殖補助医療（体外受精，顕微授精，凍結胚・卵を用いた治療）技術

に携わる医療者自身が，特別養子縁組制度・里親制度を理解して，患者にこれらの制度の情報提

供を行いながら，患者のライフコース選択の意思決定を支援することが重要であるとの認識に基

づいて行われている。

　また，全ての患者が赤ちゃんを授かるわけではないため，不妊治療に伴う精神的，肉体的そし



104

て経済的に多くの負担を払ったにもかかわらず，赤ちゃんを授かれない場合は，血縁のお子さん

を授かることを諦めるという辛い喪失体験を経験しており，妊娠から出産に至らない経験を繰り

返すことで自尊心を傷つけられてしまうことがあると述べている。しかし，逆にこうした耐え難

い辛い体験に向き合い続けることによって人間的な成長を成し遂げている方が多くいるという事

実にも触れている。

　一方で世の中には様々な事情により実の親と一緒に暮らせないこども（要保護児童）が多く存

在している事実を踏まえて，こうした要保護児童のこどもが特別養子縁組・里親制度を活用して

家庭的なぬくもりのある環境の中で愛情を受けながら育てられることを国は積極的に推進してい

る。そのため，患者が不妊治療を開始する時から，または不妊治療に行き詰った際に，一度，家

族の在り方を立ち止まって考えていただき，血縁のあるなしに拘わらず適切な愛情を持って家族

になっていくことの一つの手立てとして，特別養子縁組・里親制度を医療者自身が正しく理解し

て全ての患者に必要な情報を余すところなく伝えていくことが不可欠であるとしている。

　なお，前述のとおり不妊治療は心身共に負担が大きく，治療を続ける中で患者自身はあれこれ

思い悩み，専門の心理カウンセラー（生殖医療専門心理士�（1），臨床心理士等）による相談支援の

中で情報提供を行っている医療機関が少しずつ増えてきている現状である。その主な理由は，不

妊治療を開始した段階で，それ以外の選択肢について説明をする場合，「出産できる可能性が低い

ということか」と受け取る患者もいるため，「これは患者全員にお伝えしている大切な情報提供で

ある」ことをしっかり伝えたうえで，患者自身がどのように感じているのかを十分に配慮しなが

ら柔軟に対応することが極めて重要であるからである。

　さらに，がん・生殖医療�（2）の発展に伴い，AYA世代�（3）のがん患者やがんサバイバー�（4）を対象

に特別養子縁組・里親制度の普及に向けた研究等が積極的に進められており，令和2年（2020年）

2月には，埼玉県大宮ソニックシティ（さいたま市大宮区）で開催された第 10 回日本がん・生殖

医療学会学術集会で「がん・生殖医療と福祉の協働」をテーマにした市民公開講座が開催された。

この講演で獨協医科大学埼玉医療センターリプロダクションセンター教授の杉本公平氏は，埼玉

県里親会の里親会員 375 組に対して，里親・養親の不妊治療の状況やがん治療経験の有無，里親

制度・養子縁組制度の情報提供の現状などを調べるためにアンケート調査を実施して，その結果

をこの市民公開講座で発表。調査には 205 組（回答率 54．7％）が回答。回答者のうち，里親・

養親になる前に両親のどちらかががんを経験していたのは 12 組（母 9名，父 3名）5.9％であっ

た。里親・養親になっている方の3分の2が不妊治療を経験したが，そのうちの約90％の夫婦は，

生殖医療機関から里親制度や養子縁組について情報提供されていなかったという。また，調査の

結果，里子と実子，養子と実子を一緒に育てている方も多く，様々な形態の家族が存在すること

も明らかになった。
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　また，前述の杉本公平氏からは，「調査アンケートに記載されたコメントから，不妊治療を受け

ていた里親・養親のカップルは，早く情報提供が欲しいと考える一方で，治療中の情報提供は直

接的ではなく慎重に行って欲しいとし，ポスターやパンフレットなどでの情報提供を望んでいる

とみられます。まずは不妊治療や妊孕性温存�（5）療法を開始するときに，里親制度や特別養子縁組

制度についても簡単に情報提供して頭の片隅に入れてもらい，治療が始まったらポスターやパン

フレットで間接的な情報提供をしていく必要があるのではないでしょうか」と提言された。なお，

今後は埼玉県内でがん生殖医療や不妊治療を受けている患者向けに里親制度や特別養子縁組制度

を紹介するパンフレットを作成していく予定とのことである（埼玉県がん・生殖医療ネットワー

ク�（6）のホームページにて閲覧可）。

　さらに，里親や養親になってから，がんに罹患する場合もある。里親として委託された二人の

子育てに奮闘中，突然，乳がんと診断されたＡ氏は，当初は別の里親を探した方が良いのではな

いかと思い，児童相談所に相談したところ，施設に調整する旨の話があり，Ａ氏としては「どち

らが幸せであるかわからないけど，施設に行くのなら，できるだけ我が家でがんばろう」と思い

直して，手術と抗がん剤治療を行い，現在もホルモン治療を継続しているが，治療継続できたの

は里子に支えられたおかげであると述懐されていたとのことである。

　前述の事例を踏まえて第 12 回日本がん・生殖医療学会学術集会（2022）の最後に，静岡大学人

文社会学部教授の白井千晶氏より，「2人に一人ががんになる時代です。実親であろうと，里親・

養親であろうと，誰もががんになり得ます。そもそも，親ががんになったときに家族もこどもも

支援される社会でなければ，安心して子育てはできません。がんになった人の子育て，がんに

なった人の仕事の継続をこの社会がどのように受け止め，支えていくのかという根本的な課題を

検討すべきではないでしょうか」との講演を締めくくるコメントがあった。

5　課題および今後の展望について

（1）埼玉県内 3市（朝霞市　川口市　所沢市）の取組み事例から

　県内でも朝霞市の取組みは特筆すべきものがある。市内に適切な施設がないことから，地域の

ベテラン里親と早くからコンタクトを取って，身近な地域でこどもを守るためにはどのような手

立てが大切なのかを一つひとつ丁寧に拾い上げながら，今日のショートステイ事業にまで結実さ

せたと言っても過言ではない。県内にも朝霞市と同様に市内に施設を持たないという条件を持つ

市町村が多くあると思われるので，里親ショートステイを推進していくための大切な契機とし

て，まずは市内で地道に里親を行っている家庭を一軒一軒訪問したり，地区里親会との連携を

図って，この事業の趣旨や必要性を理解していただける方を一人でも多く増やしていくことが，
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遠回りのようであっても極めて重要不可欠な取り組みであると思われる。

　また，虐待防止の観点からも，里親との協力体制を強化して，ショートステイが必要な家庭を

いつでも保護できる環境整備が必要であると言える。村瀬嘉代子氏（1999）が「子どもの虐待と

心のケア」の中で述べているように，家庭内での虐待は見えがたく，暴力を加えている当事者

（親）は率直にその事実を認めないことも多い。さらに被害に遭っている子ども自身も，置かれた

苦境を他人には容易に話さないことが多い。これは親を庇う気持ち，虐められても，いや虐めら

れ拒否されるからこそ一層，親に受け容れられるには背いてはいけない，事実を話すことは親を

裏切ることではないか等の複雑な葛藤を抱いているからであろう。したがって，虐待の事実を発

見するのは容易ではないと言う。このことは，現在の虐待が一向に減少していない理由を適切に

説明していると言っても過言ではない。そのため，こうした虐待を少しでも減らしていくための

手立てとして，家族のぬくもりが感じられる里親ショートステイの中でこそ，今までは固く閉ざ

されたこどもの心の扉を少しずつ開いてあげる支援が可能になるのではないかと思われる。

　一方，所沢市および川口市の共通の課題として，障がい等を持つ児童の受け入れにあたり，安

全配慮や緊急事態が発生した場合のリスクマネジメントが各自治体の裁量に任されているため，

セーフティーネットの脆弱性が指摘できる。そのため，里親ショートステイの重要なメリットで

ある虐待防止機能を今後さらに推進していくためにも，各自治体と児童相談所や都道府県との協

働が不可欠であると言っても過言ではない。なお，現状では県内の児童相談所（県 7，政令市 2）

が業務で多忙を極めているため，里親業務に優先的に携われる職員をどのように確保すべきかを

早急に検討することが不可欠である。

　最後に，前述のとおり 3市の共通点として，地域の中で長年活動を続けているベテラン里親に

よる献身的な協力のもとで里親ショートステイ事業を軌道にのせることができたという経緯があ

るので，今後，新たにこの事業に着手する市町村にとっては，3市の取組み内容が重要な羅針盤

になり得ると言える。

（2）がん生殖医療との連携体制の推進

　今後の里親の拡大に向けては，市町村と児童相談所のさらなる連携が不可欠であることは自明

のことであるが，これら全てを虐待等の対応で業務多忙な児童相談所に担わせるわけにはいかな

い。

　また，表 4の厚生労働省福祉行政例で示されているとおり，登録里親は毎年微増ではあるが，

登録里親への委託率は現状維持が続いている状況である。さらに，前述のとおり全国的にショー

トステイ事業のニーズが増大しているにも拘わらず，自治体間の利用実態の格差が大きい状況で

ある。
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　こうした現実を踏まえて，これまでの福祉分野だけの取組みだけではこの閉塞状況を抜け出す

のは極めて困難であると思われる。そのため今後は新たな視点に立った打開策として，がん生殖

医療分野との協働という観点に立脚することが有益なのではないかと思う。がん生殖医療の技術

革新は目覚ましく，また，これまで日本・がん生殖医療学会が妊孕性温存医療技術の推進だけで

はなく，不妊治療にも限界があることを十分に見越したうえで，同時併行して地道に里親拡大に

向けて啓発活動を行っている取り組みは瞠目すべきことである。また，一方で国のがん医療政策

における均てん化に基づいて，全国どこの医療機関においても最新の医療情報等が全国民に提供

できるように整備されることが求められており，国指定のがん診療連携拠点病院に併設されてい

る「がん相談支援センター」は，全てのがん患者・家族のためにいつでもさまざまな相談に対応

できる窓口となっている。

　そのため，国ががん医療者向けに作成した「不妊治療中の方等への特別養子縁組制度・里親制

度に関する情報提供の手引き」をがん医療に携わる医療者だけでなく，全ての医療従事者に向け

て周知徹底を促進していくことが重要である。さらにがん生殖医療分野への市民周知についても

表 4　厚生労働省福祉行政例　全国集計・里親数及び里親に委託されている児童数



108

県及び市の行政機関や地元の医師会等関係諸機関の協力を得ながら，地域医療連携体制をさらに

強化して里親・特別養子縁組制度の啓発推進を行っていくことが大切なのではないかと思われ

る。
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《注》
（�1�）� 生殖医療専門心理士
� � がん告知という大きなストレスと妊孕性（生殖機能：妊娠するための力）の消失という二重の危機
を抱えた若年がん患者の心理アセスメントを行い，必要なサポートおよび正しい医療情報の提供や理
解を助け，家族間調整などを行いながら，妊孕性温存の自己決定を支援する。

（�2�）� がん生殖医療
� � がん患者の診断，治療および生存状態に鑑み，個々の患者の生殖能力に関わる選択肢，意思および
目標に関する問題を検討する生物医学，社会科学を橋渡しする学際的な一つの医療分野であり，がん
サポーティブケア（がん支持療法）の領域の一つである。

（�3�）� AYA世代のがん患者
� � AYA世代とは，Adolescent ＆ Young�Adult（思春期・若年成人）のことをいい，15 歳から 39 歳
の患者が該当。がん情報サービス（国立がん研究センター）よると，日本では毎年約 2万人のAYA
世代が，がんを発症すると推定。1年間で 100 人のうち 2人程度。

（�4�）� がんサバイバー
� � がんが治癒した人だけを意味するのではなく，がんの診断を受けた時から死を迎えるまでの全ての
段階にある人であると国立がんセンターがん対策情報センターで定義されている。近年，がんの早期
発見技術や治療法により，がんサバイバーが増加している。

（�5�）� 妊孕性温存　
� � 妊孕性とは「生殖機能」とほぼ同じ意味であり，男女における妊娠に必要な臓器，配偶子，機能を
いう。なお，妊孕性温存には 2種類ある。子宮，卵巣，精巣をできるだけ残したり，骨盤神経温存に
より臓器等のダメージを軽減する従来のやり方。

（�6�）� 埼玉県がん・生殖医療ネットワーク
� � 埼玉県がん・生殖医療ネットワーク（事務局：埼玉医科大学総合医療センター /獨協医科大学埼玉
医療センター）は，平成 28 年（2016 年）1月に発足して県内どこでも「質の高いがん生殖医療」を提
供することを目指して，がん診療連携拠点病院（国指定）や埼玉県がん診療指定病院（県指定）など
県内 27 のがん診療施設が参加して，がん・生殖医療連携体制の構築を促進している。
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